
違反防止のためのご注意について 

 

 

（平成２０年２月２６日）

（最終改正 平成２４年４月１日）

 

 

 

次のような計画については、建築確認後に増改築、用途変更等による違反が予見される

計画として「国土交通省の技術的助言（国住街第 58 号 平成 19 年 6 月 20 日）」に基づき

特定行政庁に報告することとなりますのでご注意ください。 

 なお、確認審査において特定行政庁に意見照会を行い、審査期間が延びる場合がありま

すことを予めご了承ください。 

 

① 明らかに容積率違反が予見できるデッドスペース等を有するもの（平成２０年２月

２６日～） 

② 一戸建ての住宅で３室以上の納戸を有するもの（平成２０年２月２６日～） 

③ コンテナを利用した建築物（カラオケボックス、倉庫等）（平成２０年１０月１日～） 

④ 角地等にある敷地の場合で、一の道路との間にわずかな幅の敷地外の土地があるこ

とにより、当該道路からの道路斜線は発生しないとする建築計画（平成２１年３月３

０日～） 

⑤ 明らかに法第４２条第２項道路後退を逃れるための敷地設定（平成２２年２月２５

日～） 

⑥ 法第５３条の２第３項（既得権）における借地権の場合で、建築されていたことが

確認できないもの（平成２２年４月２０日～） 

 


